
審議事項（２）－１ 

 
(財)財務会計基準機構の Web サイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の

無体財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれ

らの法律により禁じられています。 
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複数事業主制度に関する合算開示の考え方について（重要性の判断） 
 
■開示対象となる制度の範囲について 
① ａ’案（原則合算、重要性あるものは個別開示）による場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜前提＞ある企業が１つ又は複数の複数事業主制度を

有する。 

複数の複数事業主制度が、全体として重要性がある（＝

重要性が乏しいとはいえない）。 

単独で重要性がある（＝重要性が乏しいとはいえない）複数事業主

制度がある。 

YES 

開示不要 

YES 

NO 

複数の複数事業主制度の合算

情報およびその内のりとして

単独で重要性のある制度の個

別情報を開示する。 
（又は、単独で重要性のある制

度および当該制度以外の他の

制度の合算情報をそれぞれ開

示する。） 

NO 

複数の複数事業主制度を合算

情報のみを開示する。 
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② 前回専門委員会（1月 12 日）事務局案（c案関係）の修正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■上記において重要性をどのように判断するか？ 
次のように考えることでよいか？ 

・偶発債務としての重要性＝財務諸表に与える影響が大きい制度 
⇒積立不足の額が大きい制度（あるいは大きくなり得る制度） 
⇒（具体的には、）自社に係る給付債務の額が、自社の年金制度

に係る債務の中で一定の割合を占める制度 
⇒（より簡便には、）退職給付費用総額のうち、当該複数事業主

制度に係る額が一定の割合を占める制度 
 

＜前提＞ある企業が１つ又は複数の複数事業主制度を

有する。 

単独で重要性がある（＝重要性が乏しいとはいえない）

複数事業主制度がある場合には、当該制度を個別に開

示する。 

STEP１で個別に開示した制度以外の複数事業主制度

に制度群として重要性がある場合には、当該制度群を

合算情報で開示する。重要性が乏しい場合には、開示

不要。 

STEP１ 

STEP２ 
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■ 設例による考え方の整理 

 

（前提） 

① ある企業が、制度（ア）から（オ）まで５つの企業年金制度を有するとする。 

② 制度（ア）については原則法、制度（イ）、（ウ）、（エ）、（オ）については例外処理を

採用しているものとする。 

③ 各制度の重要性を判断するにあたり、便宜上、各制度が次のような重要度合いを有す

るものとする。（ここでは、各制度の重要性を債務額（自社持分）を基準に判断して

いるものとする。） 

      ＜重要度合い＞ 

・制度（ア）  ４００ （原則法） 

・制度（イ）   ６５ （例外処理） 

・制度（ウ）   ２０ （例外処理） 

・制度（エ）   １０ （例外処理） 

・制度（オ）    ５ （例外処理） 

 

④ 重要性有無の判断基準 50 とする。 

 

（開示対象となる制度の範囲） 

(1) ａ’案による場合 

  制度（イ）65、（ウ）20、（エ）10、（オ）5の合算情報 100 を開示 

  また、制度（イ）65 については、個別にも開示 

 

(2) ｃ案による場合 

  制度（イ）65 を個別に開示 

 

 

（上記(1)(2)以外に考えられる案） 

(3) 制度（イ）65、（ウ）20、（エ）10、（オ）5の合算情報 100 のみを開示 

(4) 制度（イ）～（オ）を積立不足のグループ XX と積立余剰 XX のグループの 2 つのグ

ループに分けて、それぞれの合算情報（合わせて 100）を開示 

(5) 制度（イ）～（オ）を、合算、個別、又は適切なグループ別のいずれかの方法で開

示 

以 上 

（注）当該数値は上記の重要

度合いの単純合算値。実際に

は、制度全体の積立状況と自

社割合（％）が開示される


